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○

公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
入
居
者
資
格
）

（
入
居
者
資
格
）

第
六
条

法
第
二
十
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二
十
五
万

第
六
条

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

九
千
円
と
す
る
。

に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め

２

法
第
二
十
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
十
五
万
八
千
円

に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

と
す
る
。

ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。

一

六
十
歳
以
上
の
者

二

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
障
害
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

三

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
程
度

で
あ
る
も
の

四

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七

号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
被
保
護
者
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
援
給
付
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
を
含
む
。
）
を
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受
け
て
い
る
者

六

海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
本
邦
に
引
き
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

て
い
な
い
も
の

七

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所

者
等

八

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
」
と
い

う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
で
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の

イ

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又

は
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
終
了
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ロ

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令

の
申
立
て
を
行
つ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

２

事
業
主
体
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
当
該
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心

身
の
状
況
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
介
護
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
業
主
体
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
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と
き
は
、
市
町
村
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
二
十
三
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

入
居
者
又
は
同
居
者
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場

合イ

障
害
者
基
本
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

ロ

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
で
そ
の
障
害

の
程
度
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

ハ

第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
者

二

入
居
者
が
六
十
歳
以
上
の
者
で
あ
り
、
か
つ
、
同
居
者
の
い
ず
れ
も
が
六
十
歳

以
上
又
は
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合

三

同
居
者
に
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
が
あ
る
場
合

５

法
第
二
十
三
条
第
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す

る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合

二
十
一
万
四
千
円

二

法
第
二
十
三
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合

二
十
一
万
四
千
円
（
当
該
災
害
発

生
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
は
、
十
五
万
八
千
円
）

三

法
第
二
十
三
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合

十
五
万
八
千
円

（
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
収
入
の
基
準
及
び
収
入
超
過
者
の
家
賃
の
算
定
方
法

（
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
収
入
の
基
準
及
び
収
入
超
過
者
の
家
賃
の
算
定
方
法

）

）
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第
八
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

第
八
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合

同
号
イ
に
定
め
る
金
額

一

法
第
二
十
三
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合

同
号
イ
に
定
め
る
金
額

二

法
第
二
十
三
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合

同
号
ロ
に
定
め
る
金
額

二

法
第
二
十
三
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合

同
号
ロ
に
定
め
る
金
額

三

法
第
二
十
三
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合

第
六
条
第
五
項
第
三
号
に
定
め
る

金
額

２

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
営
住
宅
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年

２

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
営
住
宅
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年

度
の
毎
月
の
家
賃
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
か
ら
法
第
十
六
条
第
一
項
本

度
の
毎
月
の
家
賃
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
か
ら
法
第
十
六
条
第
一
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
家
賃
の
額
を
控
除
し
た
額
に
同
欄
に
掲
げ
る
年
度
の
区
分
及
び
同

文
の
規
定
に
よ
る
家
賃
の
額
を
控
除
し
た
額
に
同
欄
に
掲
げ
る
年
度
の
区
分
及
び
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
入
居
者
の
収
入
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定
め
る
率

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
入
居
者
の
収
入
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定
め
る
率

を
乗
じ
た
額
に
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
家
賃
の
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

を
乗
じ
た
額
に
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
家
賃
の
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

年
度

入
居
者
の
収
入

年
度

入
居
者
の
収
入

十
八
万
六
千

十
八
万
六
千

二
十
一
万
四

二
十
五
万

十
五
万
八
千

十
八
万
六
千

二
十
一
万
四

二
十
五
万

円
以
下
の
場

円
を
超
え
二

千
円
を
超
え

九
千
円
を

円
を
超
え
十

円
を
超
え
二

千
円
を
超
え

九
千
円
を

合

十
一
万
四
千

二
十
五
万
九

超
え
る
場

八
万
六
千
円

十
一
万
四
千

二
十
五
万
九

超
え
る
場

円
以
下
の
場

千
円
以
下
の

合

以
下
の
場
合

円
以
下
の
場

千
円
以
下
の

合

合

場
合

合

場
合

初
年
度
（
法
第

五
分
の
一

四
分
の
一

二
分
の
一

一

初
年
度
（
法
第

五
分
の
一

四
分
の
一

二
分
の
一

一

二
十
八
条
第
二

二
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ

項
の
規
定
に
よ
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り
当
該
公
営
住

り
当
該
公
営
住

宅
の
家
賃
が
定

宅
の
家
賃
が
定

め
ら
れ
る
こ
と

め
ら
れ
る
こ
と

と
な
つ
た
年
度

と
な
つ
た
年
度

を
い
う
。
以
下

を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い

こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）

初
年
度
の
翌
年

五
分
の
二

四
分
の
二

一

一

初
年
度
の
翌
年

五
分
の
二

四
分
の
二

一

一

度

度

初
年
度
の
翌
々

五
分
の
三

四
分
の
三

一

一

初
年
度
の
翌
々

五
分
の
三

四
分
の
三

一

一

年
度

年
度

初
年
度
か
ら
起

五
分
の
四

一

一

一

初
年
度
か
ら
起

五
分
の
四

一

一

一

算
し
て
三
年
度

算
し
て
三
年
度

を
経
過
し
た
年

を
経
過
し
た
年

度

度

初
年
度
か
ら
起

一

一

一

一

初
年
度
か
ら
起

一

一

一

一

算
し
て
四
年
度

算
し
て
四
年
度

以
上
を
経
過
し

以
上
を
経
過
し

た
年
度

た
年
度
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（
管
理
の
特
例
に
係
る
法
第
三
章
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
等
）

（
管
理
の
特
例
に
係
る
法
第
三
章
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
等
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
削
除
）

２

第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
公
営
住
宅
の
管
理
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。


